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株式会社大阪取引所 

 

フレックス・オプションの導入について 

 

当社は、新しい上場オプション取引の仕組みとして、有価証券オプション取引及び指数

オプション取引を対象として、フレックス限月取引の仕組みを導入することとしますので、

お知らせします。これは、各オプション取引に係る権利行使日及び権利行使価格を柔軟に

設定可能とするものです。 

今般、我が国及び諸外国においては、国際的な合意の下、店頭デリバティブ取引に係る

規制の導入が進められており、標準的なデリバティブについて取引所において取引を行い

たいニーズが高まっております。 

当社は、こうした動向を踏まえ、取引参加者や機関投資家による店頭オプション取引に

係るニーズを満たすことのできる新しい上場オプション取引の仕組みとしてフレックス・

オプションを導入します。これにより、上場オプション取引市場の活性化とともに、金融

システムの安定性の確保に資することを目指しています。また、併せて、市場参加者のニ

ーズを踏まえ、フレックス限月取引に係る取引のみを行うものとして、東証銀行業株価指

数及び東証 REIT 指数に係る指数オプション取引を導入します。 

実施日は、2018 年度第一四半期を目途に当社が別途定める日を予定しております。 

なお、本件につきましては、本日から JPX ウェブサイトにてパブリック・コメントを実

施しております。 

以 上 

 

 

 【本件に関するお問合せ先】 

 株式会社日本取引所グループ 

 広報・ＩＲ部（大阪） 
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